
Ｃ-２水準関連審査
お問い合わせ先とよくあるご質問

Part４



Ｃｰ２水準関連審査お問合せ

お問い合わせは「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」
よりお願いいたします。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

1

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/


Ｃｰ２水準関連審査お問合せ
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Ｃｰ２水準関連審査に関するよくあるご質問

「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」には、
現在までに寄せられた頻度の高い質問とその回答を掲載しています。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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Ｃ-２水準に関するご質問

Ｃ-２水準の適用を希望する場合、技能研修計画を作成できる医師に年齢制限はありますか。

質問

年齢の上限はありません。医療機関において臨床研修医プログラム、専門研修プログラム／カリキュラムで
臨床研修または専門研修中ではない医師で、医籍登録後６年目以降の医師が、Ｃ-２水準の適用対象となり
ます。

回答
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Ｃ-２水準に関するご質問

技能研修計画に記載する技能に、いわゆる「サブスペシャルティ」の専門医資格の取得を目的とした技能を
書いてもいいですか。

質問

「Ｃ-２水準の対象技能となり得る技能」の考え方には、「良質かつ安全な医療を提供し続けるために、
個々の医師が独立して実施可能なレベルまで修得・維持しておく必要があるが、基本領域の専門医取得段階
ではそのレベルまで到達することが困難な技能」が含まれます。
このため、サブスペシャルティの専門医資格の取得のために修練を行う技能が、これに該当し、かつ、「Ｃ
-２水準の対象分野」に該当し、「技能の修練にやむを得ず長時間労働が必要となる業務」の考え方に該当
する場合は、Ｃ-２水準の対象技能となり得ます。

回答
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Ｃ-２水準に関するご質問

医療機関を異動しても、異動前の医療機関での技能研修計画は有効ですか。

質問

異動等で研修先の医療機関が変わることに伴い、その新しい研修先の医療機関でＣ-２水準の適用を希望す
る場合には、改めてその新しい医療機関での研修計画を作成・申請する必要があります。その際は、異動先
の医療機関が、研修予定の技能の分野のＣ-２水準の指定を受けているか、必ずご確認ください。

回答
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Ｃ-２水準に関するご質問

技能の研修を希望する医療機関が、その技能の分野のＣ-２水準の指定を受けていない場合、技能研修計画
を申請することはできないのですか。

質問

研修を希望する医療機関において、研修を希望する技能の分野におけるＣ-２水準の指定をすでに受けてい
る、もしくはこれから受ける予定であれば、申請することは可能です。
研修を希望する医療機関が、研修を希望する技能の分野におけるＣ-２水準の指定を受けているか、予めご
確認ください。技能研修計画の申請段階でその医療機関が指定を受けていない場合は、技能研修計画の開始
予定日までに、その医療機関がＣ-２水準の指定を受けられる見込みがあるか、研修を希望する医療機関の
診療科や人事労務管理部門等に、その指定申請状況について問合せをしてください。

回答
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Ｃ-２水準に関するご質問

医療機関は、Ｃ-２水準適用予定医師が未定でも、医療機関申請書を申請してもよいですか。

質問

教育研修環境の適格性を適切に確認するためには、技能研修計画も確認する必要がありますので、医療機関
申請書の審査申請を予定されている医療機関においては、技能研修計画の審査申請も併せて提出していただ
くようお願いします。

回答
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Ｃ-２水準に関するご質問

医療機関勤務環境評価センターの評価と、Ｃ-２水準関連審査はどちらを先に受審したらよいですか。

質問

医療機関勤務環境評価センターの評価とＣ-２水準関連審査について、その受審の順番に関するルールはご
ざいません。ただし、Ｃ-２水準の適用を受ける際は必ず両方を受審し、都道府県への指定申請を行ってく
ださい。

回答
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